
         

「
カ
ラ
期
間
」
を
ご
存
じ
で
す
か
？ 

 

20
歳
か
ら
60
歳
に
な
る
ま
で
の
40

年
間
、
国
民
年
金
、
厚
生
年
金
等
の
公

的
年
金
制
度
に
加
入
し
て
保
険
料
を
納

め
た
方
に
は
、
65
歳
か
ら
月
額
６
５
＊

７
４
１
円
の
老
齢
基
礎
年
金
が
支
給
さ

れ
ま
す
。 

と
こ
ろ
で
、
「
老
齢
基
礎
年
金
を
受

け
る
の
に
、
加
入
期
間
が
数
年
足
り
な

か
っ
た
」
と
い
っ
た
深
刻
な
話
を
耳
に

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
る
た
め
に
は
、

25
年
以
上
公
的
年
金
制
度
の
保
険
料

を
納
め
た
期
間
か
、
国
民
年
金
の
保
険

料
を
免
除
さ
れ
た
期
間
で
あ
る
こ
と
が

必
要
で
す
が
、
こ
の
25
年
に
は
い
わ
ゆ

る
「
カ
ラ
期
間
」
（
合
算
対
象
期
間
）
も

含
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

こ
こ
で
大
切
な
の
が
、
こ
の
「
カ
ラ

期
間
」
を
確
認
す
る
こ
と
で
す
。 

カ
ラ
期
間
と
は 

 

カ
ラ
期
間
と
は
、
上
記
の
25
年
の
資

格
期
間
に
算
入
さ
れ
ま
す
が
、
年
金
額

に
は
反
映
さ
れ
な
い
「
実
」
の
な
い
期

間
の
た
め
、
通
称
「
カ
ラ
期
間
」
と
呼

ば
れ
ま
す
。 

こ
の
カ
ラ
期
間
の
主
な
も
の
は
、
原

則
、
昭
和
36
年
４
月
以
後
の
20
歳
以
上

60
歳
未
満
の
期
間
で
、
国
民
年
金
に
任

意
加
入
で
き
た
の
に
任
意
加
入
し
な
か

っ
た
次
の
期
間
等
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

①
昭
和

61
年
３
月
ま
で
の
厚
生
年
金

等
の
加
入
者
の
被
扶
養
配
偶
者 

②
平
成
３
年
３
月
ま
で
の
学
生 

③
海
外
在
住
の
日
本
人 

ま
た
、
昭
和
61
年
３
月
ま
で
に
厚
生

年
金
等
か
ら
脱
退
手
当
を
受
け
た
期
間

も
カ
ラ
期
間
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

本
人
の
申
出
が
必
要
で
す 

 

こ
れ
ら
の
カ
ラ
期
間
は
、
年
金
の
未

加
入
期
間
と
な
っ
て
い
て
、
日
本
年
金

機
構
に
は
そ
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
な

い
た
め
、
原
則
と
し
て
、
ご
本
人
の
申

出
に
基
づ
い
て
カ
ラ
期
間
の
有
無
が
調

査
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

そ
の
た
め
、
25
年
の
老
齢
基
礎
年
金

の
資
格
期
間
を
満
た
せ
な
い
方
で
、
カ

ラ
期
間
と
な
る
可
能
性
の
あ
る
期
間
を

も
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
方
は
、
年
金

事
務
所
ま
た
は
役
場
年
金
担
当
に
相
談

し
て
く
だ
さ
い
。 

       

カ
ラ
期
間
が
な
い
方
は 

 

カ
ラ
期
間
が
な
い
た
め
に

25
年
の

資
格
期
間
を
満
た
せ
な
い
方
は
、
60
歳

か
ら
70
歳
に
な
る
ま
で
の
間
に
、
国
民

年
金
の
任
意
加
入
者
に
な
る
こ
と
も
で

き
ま
す
。 

 「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」
の
利
用 

 

こ
れ
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
あ
れ

ば
、
い
つ
で
も
だ
れ
で
も
左
記
の
サ
ー

ビ
ス
を
ご
利
用
い
た
だ
け
る
も
の
で
す
。 

○
年
金
加
入
期
間
の
照
会 

ご
自
身
の
年
金
加
入
記
録
が
ご
覧
い 

た
だ
け
ま
す
。 

○
年
金
見
込
額
試
算 

 

将
来
年
金
を
受
給
す
る
年
金
の
見
込

み
額
を
試
算
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

○
国
民
年
金
死
亡
者
記
録
検
索 

 

国
民
年
金
の
紙
台
帳
と
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ー
記
録
に
不
一
致
が
あ
る
記
録
の

う
ち
、
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
た
方

の
記
録
検
索
が
で
き
ま
す
。 

検
索
結
果
を
年
金
事
務
所
に
お
持
ち

い
た
だ
く
と
、
そ
の
記
録
の
持
ち
主

に
支
払
わ
れ
る
は
ず
だ
っ
た
年
金
を
、

ご
遺
族
が
受
け
取
れ
る
か
審
査
し
て

く
れ
ま
す
。 

○
「
私
の
履
歴
整
理
表
」
入
力
支
援 

 

ご
自
身
の
こ
れ
ま
で
の
勤
務
先
、
住

所
等
を
入
力
い
た
だ
く
こ
と
で
、

「
私
の
履
歴
整
理
表
」
を
手
軽
に
作

成
い
た
だ
け
ま
す
。 

※
詳
し
く
は
日
本
年
金
機
構
Ｈ
Ｐ
で
ご

確
認
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
こ
の
サ
ー

ビ
ス
は
役
場
年
金
窓
口
で
も
受
け
ら

れ
ま
す
が
、
お
時
間
を
要
し
ま
す
の

で
予
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。 

     

◇
お
問
い
合
わ
せ
先 

住
民
課
戸
籍
年
金
医
療
グ
ル
ー
プ 

（
電
話
34
‐
２
１
２
１
内
線
４
１
３
） 

日
本
年
金
機
構 

旭
川
年
金
事
務
所 

（
電
話
０
１
６
６
‐
72
‐
５
０
０
２
） 


